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　去る 1月 23 日（金）本会館ホールにおいて
標記会議が行われたので、以下のとおり報告す
る（出席者は以下のとおり）。

出席者：�田名会長、稲田副会長、平安副会長、	�
涌波常任理事、仲村理事、德永理事、	�
當間理事、小生、鈴木理事、	 �
富名腰理事（以上県医師会）	 �
糸数保健医療介護部長、	 �
山内医療介護統括監、	�
當間医療政策課長、	 �
大仲北部医療センター ･医師確保推進
室長、� �
喜屋武地域保健課感染症対策監、	 �
高嶺地域包括ケア推進課長、	 �
名嘉障害福祉課班長、	�
稲嶺保健体育課副参事（以上沖縄県）

　沖縄県事務局の進行の下、会議が進行された。

議題
（1）沖縄県教育委員会と沖縄県医師会による
定期的な協議の場の設置について

【提案趣旨】
　近年、教育現場を取り巻く課題は多様化・複
雑化しており、学校保健や子どもの健康教育に
ついては、学校現場において従来の枠組みだけ
では対応が難しい状況が顕在化している。
　学校健診においては、プライバシー保護の観
点から着衣での健診体制が進む一方、学校医の
負担増や健診精度への懸念、訴訟リスクへの不
安による学校医確保の困難化が生じている。ま
た、要精査後のフォローアップや情報共有が十
分でない点も課題である。

　一方、子どもの健康課題は身体面にとどまら
ず、メンタルヘルス、感染症、性、食生活、デ
ジタル環境など、心や生活環境に関わる分野へ
と広がっており、次世代への健康教育を含めた
予防的取組の重要性が高まっている。
　さらに、学校現場では健康管理や保護者対応
等の負担が増大し、教職員の心身負担も深刻化
している。
　これらの課題は、学校保健と健康教育の双方
にまたがるものであり、学校現場のみ、あるい
は医療側のみで対応することには限界がある。
　他県では、教育委員会と医師会が定期的に協
議を行い、医療と教育が連携して具体的な取組
につなげている事例が見られる。本会でも沖縄
県保健医療介護部との間で、平成 15 年より、
双方が保健・医療に関する課題を持ち寄り、率
直な意見交換を行う連絡会議が継続されてお
り、これまでに一定の信頼関係と成果が築かれ
てきた。
　同様に、教育分野においても、教育委員会と
医師会が顔の見える関係を構築し、課題を早期
に共有できる協議の場を設けることが重要であ
ると考えている。
　以上を踏まえ、予防的・教育的視点から実効
性ある取組を推進するため、沖縄県教育委員会
と沖縄県医師会による定期的な協議の場の設置
について、教育庁としての考えを伺いたい。

＜沖縄県教育庁保健体育課　回答＞
　児童生徒の心身の健康は、健やかな成長と学
習活動を支える重要な基盤である。健康診断は
疾病の早期発見や適切な生活管理指導につなげ
る重要な役割を担っている。

令和 7 年度第 3 回 
沖縄県・沖縄県医師会連絡会議

仲村　尚司理事
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　近年、児童生徒の健康課題の複雑化に加え、
教職員のメンタルヘルスも顕在化しており、学
校保健を取り巻く環境の変化を認識している。
こうした課題解決に向け、教育と医療が相互に
協働を深めることは極めて重要である。
　また、他県（長崎県など）の事例も調査し、
どのような形で協議の場を設けていけるか、庁
内で検討を進めたい。

〇主な意見交換は以下のとおり
當間理事＞
　ぜひ協力をお願いしたい。関係者間で十分な
意見交換の機会がないことは課題であると感じて
いる。例えば、九州で学校保健関係の大会等が
開催された場合、その内容や方針を共有する場が
十分とは言えない状況である。本県の学校保健
大会等の場で公式に伝えることは可能であるが、
それだけでなく、まず関係者間で方針等を共有
し、その後どのように現場へ周知・反映してい
くかを検討することが重要であると考えている。
　また、現場の声は非常に重要であることから、
現場の意見を直接吸い上げられるような風通しの
良い関係性を構築できないかと考えている。こう
した双方向のやり取りが可能となる場の在り方に
ついて検討を進め、仕組みを構築いただきたい。

田名会長＞
　本議題提出の前後に教育長と面会する機会を
いただき、年明け早々、當間理事とともに県庁
を訪問し意見交換を行った。教育長からは、本
取組について前向きに進めたいとの意向をいた
だいている。
　その際、本日のように「医師会と教育委員
会」という形式的な会議では緊張してしまうこ
ともあるため、例えば会議や委員会後等に、医
療側が日頃相談したい事項や教育委員会側から
相談したい事項などを気軽に話し合える勉強会
や意見交換の場を設けてはどうか、という方向
性について、先日意見交換を行ったところであ
る。本日の課題についても関連事項が多くある
ため、医師会としても皆様の意見を幅広く伺い
たいと考えている。

　なお、長崎県医師会と教育委員会の事例も参
考にしていただきたい。具体的な情報について
は長崎県へ確認いただければと思う。進め方に
ついては形式にとらわれず、柔軟に検討してい
きたいと考えている。

稲田副会長＞
　最近の新聞報道において、教職員のメンタル
ヘルス対策の充実を求める趣旨の記事を拝見し
た。沖縄県では昨年、メンタルヘルスに関する
諸課題へ幅広く対応するため、医師をはじめ関
係者が参画する意見交換の場として「メンタル
ヘルス委員会」を発足させた。これまでにも、
例えば子どもの発達や診断に関して保護者が抱
える課題等について議論しており、前回は県の
子ども関連部署の担当者にも参加いただいたと
ころである。今後も定期的に委員会を開催する
予定であり、教育庁においても関連する担当者
が参加し、意見交換ができればありがたい。

糸数保健医療介護部長＞
　提案に感謝する。学校と医師との関わりは、
学校活動を含め非常に深いものがあると認識し
ている。
　また、小濱先生が教育委員として関わってお
られ、医師の立場から教育行政を見ていただい
ていることは大変心強いことである。さまざま
な立場からの連携が図られているところであ
り、今後ともよろしくお願いしたい。

議題
（2）沖縄県の HPV ワクチンの接種率向上に
向けた対策について

【提案趣旨】
　令和 6年度における沖縄県のHPVワクチン接
種率は、定期接種およびキャッチアップ接種を合
わせて8.3%であり、全国で最下位の状況である。
一つ上の県でも10%を超えている状況である。
　この要因としては、保護者の接種に対する不
安や誤解、情報不足、加えて接種機会の確保が
大きな課題であると考えられる。県内では依然
として厳しい状況が続いている。
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　沖縄県は出生率が全国 1位であるが、これは
感染する機会が多い地域であるということでも
あり、その点を認識していただきたい。接種が
進まない状況が続けば、将来的に子宮頸がんを
はじめとする HPV関連疾患が増加し、妊娠・
出産期の女性や子育て世代の母親が治療に苦し
む事態が増えることが懸念される。
　本会としても、HPVワクチン接種率の向上
は喫緊の課題であると考えており、県と連携・
協力しながら、実行力と実効性のある対策を推
進していただきたいと考えている。特に、接種
勧奨の在り方や、正確で分かりやすい情報発信、
学校・地域・医療機関が連携した啓発体制の構
築が重要である。
　ワクチン行政の実施主体は市町村であるが、
県としての現状認識および対策について意見を
伺いたい。
　また、地域差についてであるが、全国的には
寒冷地ほど接種率が高い傾向がある中で、九州
は全体的に低い状況にあるが、宮崎県は接種率
が非常に高い。特に宮崎市の接種率が圧倒的に
高く、宮崎市の取り組みは大いに参考になると
考えられる。県として、市町村と連携した取り
組みを進めていただけないか、また具体的な対
策の方向性について伺いたい。

＜保健医療介護部　医療政策課回答＞
　県としては、市町村が接種の実施主体である
ことから、市町村に対する研修を実施し、接種
率や実績の把握、分析等を行っている。また、
県内の高校や中学校に対し、HPVワクチンに
関する資料配布や、マスコミを通じた啓発を実
施してきたところである。
　しかしながら、定期接種およびキャッチアッ
プ接種を合わせた接種率は全国平均約 15% の
半分程度であり、依然として低水準である。今
後は、母子保健政策の重点施策として、令和 7
年度中に策定が進められている「健やか親子お
きなわ 21」に HPVワクチン対策を位置付け、
単発的な施策ではなく、包括的な取り組みを強
化していく考えである。

〇主な意見交換は以下のとおり。
德永理事＞
　接種率が高い地域を見ると、行政が主体的に
動いていることが共通している。医療者がいく
ら努力しても、行政が予算を確保し、主体的に
動かなければ接種率向上にはつながらない。宮
崎市の例でも、市長が医療者であったことが大
きく影響している。
　宮崎市の取り組みを含めた情報を県から各市町
村に共有し、指導・支援していくような方向性も
必要ではないかと考える。大きな計画だけでなく、
すぐに実行可能な施策を進めなければ、将来的に
子宮頸がんが増加し、結果として医療費負担も増
大する。予防可能な疾患である以上、県と市町村
が一体となって取り組むべきであると考える。

喜屋武地域保健課感染症対策監＞
　HPVワクチンの重要性については十分に認
識している。市町村の取り組みが重要であるこ
とはそのとおりであり、加えて、きっかけ作り
が重要である。市町村支援については、市長や
担当者が交代することもあるため、研修会を継
続的に開催し、取り組み状況を共有できる仕組
みが必要である。
　また、接種対象者へのきっかけ作りとして、
教職員への正しい知識提供が重要であり、教育
委員会が実施する研修会の場を活用した啓発も
検討していきたい。普及啓発においては、分か
りやすく、理解しやすい方法が重要であり、宮
崎県など先進事例を参考に、県として取り入れ
可能な施策を検討していく。

鈴木理事＞
　HPV は中咽頭がんの主因であり、解析当
初は原因割合が約 30% であったが、現在では
50% を超え、地域によっては 70% 以上、欧州
では 90% 以上とされている。世界的には女性
のみならず男性への接種も一般化しており、感
染率低下の効果も示されている。国内でも男性
接種への補助を行う自治体が増えており、女性
接種率が低い現状を踏まえれば、男性接種も含
めた検討が必要であると考える。
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富名腰理事＞
　接種が進まない背景には、過去の報道による
誤った認識を持ったままの保護者世代の存在が
ある。子どもへの啓発だけでなく、保護者への
情報提供、知識のアップデートが不可欠である
と考える。

當間理事＞
　接種対象は小学校 6年生から高校 1年生であ
るが、高校生の段階では対応が遅いと考える。
小学生の時点で、子ども自身が自分の体を守る
ための予防医療として理解できる教育が重要で
ある。親世代から子どもへの誤情報による恐怖
心を払拭し、子ども自身がHPVワクチンの意
義を理解できるよう、小学校・中学校段階で少
なくとも一度は教育の機会を設け、ワクチンの
大切さを伝えるべきであると考える。

田名会長＞
　先日産婦人科医会佐久本会長と琉球大学病院
の関根先生とHPVワクチンについて面談を行
い、医療界全体として取り組むべき問題である
と認識したところである。
　健康長寿課で実施している次世代の健康教育
推進の副読本にがんの紹介がある。食育につい
ては利用頻度が多いが、生活習慣病については
まだ利用が少ない。HPVワクチンをきっかけ
に副読本を通して生活習慣病の予防について学
ぶ機会を設けていただきたい。
　保健医療介護部と教育委員会が連携し、横
断的な取り組みとして進める必要がある。県、
市町村、学校、医療機関が一体となって対応
することが重要であり、以上の点について提
案する。

議題
（3）沖縄県第 8 次医療計画における小児在宅
医療（医療的ケア児）に関する施策・指標に
ついて

【提案趣旨】
　沖縄県においては、小児在宅医療および医療
的ケア児への支援体制について、第 8次医療計

画を中心に様々な施策が設定されているが、依
然として多くの課題が存在している。
　第 8次医療計画における小児在宅医療（医療
的ケア児）に関する施策について確認すると、
複数の分野（周産期医療、小児医療、在宅医療）
にまたがっており、分野（施策）間の連携や役
割の明確化が分かりにくい。
　小児在宅医療（医療的ケア児）に対する支援
は、ライフサイクルに応じて切れ目なく一体的
に提供されることが不可欠であると考えるが、
分野ごとの縦割り構造が残存したままでは、支
援内容の重複や空白が生じる恐れがあるため、
下記の点について確認したい。

1.	�小児在宅医療及び医療的ケア児に関する施
策・指標について、分野（施策）間の調整を
定期的に行う等、沖縄県行政内で、お互いの
施策の進捗や状況等の把握を行う取組みが
なされているか。

2.	�切れ目のない一体的な支援体制の構築が求
められるが、今後、複数分野にまたがる体制
について、主導的な取りまとめを行う分野の
設定や一つの分野に集約すること等の検討
の余地はあるか。

　なお、本提案事項は既存の施策を否定するも
のではなく、各分野においてこれまで積み上げ
られてきた取組みをより実効性の高い小児在宅
医療（医療的ケア児）支援体制の構築が図られ
ることを期待し、提案するものである。

＜沖縄県保健医療介護部 医療政策課、	 
� 障害福祉課　回答＞
1 及び 2
　第 8次沖縄県医療計画については、県医療提
供体制協議会の各部会において、医療資源・医
療連携等に関する現状を把握し、課題の抽出、
数値目標の設定、医療連携体制の構築のための
具体的な施策等の策定を行ったところである。
　その進捗状況等についても同協議会において、
評価を行ってきているところだが、小児医療部
会において様々な意見があることから、次年度
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予定している中間見直しにおいて、関係機関も
含めた調整を踏まえ施策等を検討していきたい。
� （回答：医療政策課）

　医療的ケア児に関する施策について、障害福
祉課では、県内における医療的ケア児支援体制
の強化を図るため、支援の中核的役割を担う沖
縄県医療的ケア児支援センターを設置し、医療
的ケア児やその家族からの相談対応、関係機関
への情報提供や連絡調整等を行っている。
　なお、本年度からは、看護師 1名を増員し、
専門知識をもつ社会福祉士、保育士、看護師の
計 3名を医療的ケア児等コーディネーターとし
て常勤配置している。
　また、令和 6年度より、医療的ケアが必要と
なった児童について、県内 7か所の医療機関に
は、当該児童が所在する市町村への情報提供票
の送付を依頼しており、医療的ケア児が地域で
生活していく上での切れ目のない支援体制の構
築に努めている。
� （回答：障害福祉課）

○主な意見交換は以下のとおり
當間理事＞
　施策については、先ほど述べたとおり非常に
難しい課題であるため、各施策が個別に進むの
ではなく、方向性を整理・統一して進めていた
だきたいと考える。
　また、医療的ケア児支援センターおよび医療
的ケア児等コーディネーターの今後の取組みに
大きな期待を寄せている。

涌波常任理事＞
　地域包括ケアシステムを構築していく上で、
小児在宅医療は現在重要な課題の一つである。
在宅医療に必要な連携を担う拠点として、各地
区医師会においても取組が進められることと
なっているが、医療的ケア児への対応について
は、地区単位での対応には限界があり、県全体
での取組が必要であると考える。
　なお、県内における医療的ケア児の人数につ
いて、県は把握しているのか確認したい。

名嘉障害福祉課班長＞
　医療的ケア児の人数については、市町村が把
握している数として、おおよそ 500 人程度を
把握しているところである。

涌波常任理事＞
　医療的ケア児は小児期にとどまるものではな
く、18 歳以降は成人の在宅医療へ移行してい
くことになるが、小児在宅医療を担う医師と成
人在宅医療を担う医師との間には認識や体制の
ギャップが存在している。保護者は小児期から
の支援の延長と捉えている一方で、制度や支援
体制は大きく変化するため、その移行部分の調
整が非常に難しいと感じている。
　また、災害時において医療的ケア児が安全に
生活を継続できる体制は、現状では十分とは言
えない。レスピレーター等の医療機器を使用し
ているにもかかわらず、非常用発電源を備えて
いない自治体があることや、福祉避難所に必要
な設備が整っていないといった課題が存在して
いる。
　今後は、沖縄県医療的ケア児支援センターの
機能を強化し、同センターを中心として、多職
種・多機関が集まり、意見交換や課題共有がで
きる場を設けていくことが重要であり、そのよ
うな機会の創出を期待したい。

名嘉障害福祉課班長＞
　移行支援については、各市町村に医療的ケア
児等コーディネーターの配置が求められてお
り、支援センターは当該コーディネーターの研
修を担う役割を果たしている。今後は、多職種
で横の連携を構築しながら、支援体制の強化を
図っていく必要がある。
　また、災害時対応については、要支援者・要
介護者に関する個別支援計画の取りまとめを、
基本的に市町村が担うこととされている。こう
した状況を踏まえ、県としても避難対応の在り
方について検討を進めている。
　さらに、令和 8年度に向けては、非常用発電
源に関する予算についても調整を行っていると
ころであり、今後はこれらの取組を通じて、市
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町村と具体的に連携しながら、医療的ケア児支
援体制の一層の充実を図っていきたいと考えて
いる。

糸数保健医療介護部長＞
　移行期医療については、移行期医療支援セン
ターを設置しており、今後は同センターとも連
携しながら、地域生活の中で円滑な移行が可能
となるよう支援を進めていきたいと考えている。

議題
（4）沖縄県における小児一次救急体制に関す
る見解および対策について

【提案趣旨】
　沖縄県内における小児一次救急（いわゆる
初期救急）体制が著しく逼迫、もしくは一部
地域においては実質的に機能不全に近い状況
にある。
　その主な要因は、小児人口に対する小児科医
数が全国的に少ない一方、夜間・休日を中心と
した小児救急受診が全国でも極めて多く、需要
と供給の不均衡が恒常化していることや、働き
方改革等の影響による小児救急対応を縮小せざ
るを得ない医療機関も発生し、結果として一部
の基幹病院に負担が集中する構造が顕在化して
いることが考えられる。
　現行体制では、一次救急を受け止める受け皿
がなく、本来二次・三次機能を担う医療機関に
軽症を含む多くの患者が集中し、その結果、緊
急性・重症度の高い小児患者への迅速な対応に
支障を来しかねず、県民の医療アクセス不安の
増大にも直結する重大な課題である。
　ついては、以下の点について沖縄県行政とし
ての見解および今後の対策方針（ロードマップ
等）を明らかにしていただきたい。

1. 小児救急医療の現状認識について
　沖縄県として、この「待ったなしの医療課題」
とも言える現在の小児救急医療体制の状況につ
いて、どのような危機認識を持っているか。ま
た、医療行政上、どれくらいの優先度で対応す
べき課題であると考えているか伺いたい。

2. 小児救急医療の機能分担に関する方針について
　沖縄県として、小児の軽症患者を受け止める
小児一次救急体制をどのように再構築していく
のか、また、医療計画上どのように整理していく
考えなのか、去る 12月 21日（日）沖縄県小児
保健協会で開催された「みんなで考えよう！こど
も救急の適正受診」シンポジウムにおいて提言
があった拠点型の一次小児救急医療センター（仮
称）構想の可能性も踏まえ、考えを伺いたい。

3. 小児科医の確保対策について
　沖縄県として、小児科医確保に向けた中長期
的施策をどのように考えているか。沖縄県医師
確保計画に示される施策の進捗を鑑みる等、よ
り具体的な対策について伺いたい。

4. 小児救急医療におけるオンライン診療等（ICT）
の活用について
　小児救急医療において、オンライン診療等の
ICT を活用した対策を具体的に組み込んでい
く考えがあるか、伺いたい。

5. 県民への適正受診啓発と支援体制について
　子ども医療電話相談事業（#8000）の強化等、
県民への受療行動の適正化（医療リテラシーの
改善）に向けた広報・教育施策をどのように考
えているか。

6. 今後のロードマップの提示について
　短期・中期・長期に分けた具体的な改善目標
設定による進捗管理をどのように考えているか。
　小児救急医療は、将来を担う子どもたちの命
と健康を守る社会基盤であり、行政・医療機関・
県民が一体となって支えていく必要がある。
　本会としては、課題を指摘する立場に留まら
ず、県と問題意識を共有し、カウンターパート
として解決策を共に検討・実行していく所存で
あるが、沖縄県におかれても、本課題を喫緊か
つ重要な政策課題として位置付け、現場の声を
十分に踏まえた実効性のある対策を講じていた
だくことを強く要望したい。
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＜沖縄県保健医療介護部医療政策課　回答＞
1. 小児救急医療の現状認識について
　本県では、成人も含め初期救急から三次救急
まで全ての救急患者の治療を 24 時間、365 日
行う、ER型救急医療体制をとる医療機関が、
断らない救急医療を提供してきた経緯がある。
　しかしながら、医師の働き方改革の影響等に
より、救急医療機関ではER型救急医療体制を
維持することが困難となっていることから、県
では、各地域の実情に即した初期救急医療の在
り方を検討する必要があると考えている。
　県では、小児救急医療も含め、いわゆる政策
医療は全て重要と考えているところであるが、
国庫補助金である医療提供体制推進事業（統合
補助金）の令和 7年度予算配分の際には、当該
補助金の事後的評価委員会において、小児救命
救急センターの運営事業に対し、拡充すべきと
の意見があったことから、限られた予算の中で
優先して配分を行ったところである。

2. 小児救急医療の機能分担に関する方針について
　全国では、小児一次救急医療は、地区医師会
等の協力の下、休日夜間急患センターや在宅当番
医制において、救急患者の診療を行っているとこ
ろだが、沖縄県では異なった体制となっている。
　小児一次救急医療体制の再構築にあたっては、
貴会、救急医療機関、市町村、県等の関係機関が、
それぞれの役割を認識した上で実行することが
必要不可欠であり、拠点型の一次小児救急医療
センター構想も含め、小児救急医療の体制整備
について関係者と意見交換していきたい。

3. 小児科医の確保対策について
　本県の小児科医師偏在指標は 95.1 で全国 44
位の相対的医師少数都道府県となっており、現
在、中部や南部で救急外来が閉鎖されるなど、
逼迫していることは認識している。
　中長期的な医師養成策としては、県立病院等
での小児科専攻医養成を推進しており、令和 4
年度は 9名、5年度は 4名、6年度は 8名、7年
度は 5名を養成している。
　今後とも、小児科医の確保に向けた努力を一

層推進していきたい。

4. 小児救急医療におけるオンライン診療等（ICT）
の活用について
　今年度の小児医療部会において、小児救急患
者のうち軽症者に対しては、オンライン診療を
導入することを対策の中心とするべきとの意見
がある。
　オンライン診療を導入するにあたっては、事
業目的、医師等の確保、運営経費の負担等様々
な課題があることから、貴会とも意見交換しな
がら取り組んでいきたい。

5. 県民への適正受診啓発と支援体制について
　県民への受療行動の適正化に向けた取組と
しては、令和 6 年 6 月に知事及び貴会会長等
により小児救急医療提供体制を守るための合同
記者会見を行ったほか、子ども救急ハンドブッ
クの閲覧等が可能な LINE 版 #8000 の導入や
#8000 の回線数増等を行った。
　県としては、貴会の意見を聞いたうえで、引
き続き、県民への受療行動の適正化のため、効
果的な広報等に取り組みたい。

6. 今後のロードマップの提示について
　沖縄県の医療提供の目標は、第 8次沖縄県医
療計画で示しているところだが、小児医療につ
いては県医療提供体制協議会小児医療部会にお
いて、数値目標の設定や施策に対して様々な意
見がある。
　そのため、次年度に予定している現医療計画
の中間見直しに合わせて、これまで各年で行っ
てきた進捗評価等を踏まえ、貴会から提案の
あった小児救急医療体制再構築に関し具体的な
施策等の策定や、適正に課題改善を評価できる
指標の設定等を医療計画に的確に反映すること
で、進捗管理を行っていきたい。

〇主な意見交換は以下のとおり。
仲村理事＞
　2 年前に県立中部病院が救急受入制限を行
い、続けて那覇市立病院も受入制限を実施し、
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県立南部医療センターにおいても今年 2月から
救急受入に制限が行われる予定と伺っている。
このように一次救急からの撤退が相次いでお
り、県民の救急医療へのアクセスが徐々に制限
されつつあるのが現状であると認識している。
　この状況に対しては、当然ながら小児科医の
増員といった根本的な対策に取り組むことが重
要であるが、その効果が現れるまでには年単位
の時間を要する。したがって、将来を見据えた
対応と並行して、直近の課題に対してどのよう
に対応するかについても検討していく必要があ
ると考えている。
　沖縄県医師会としては、今年 2月からソフト
バンクと連携し、中部地域を対象としたオンラ
イン診療の実証実験を実施する予定である。具
体的には、県外の事業者と連携するとともに、
医師会が県内の医師約 20 名をリクルートし、
二診体制によるオンライン診療を中部地域の患
者を対象として提供する計画である。現在、2
月開始に向けて実証の準備を進めているところ
である。

鈴木理事＞
　小児科医の確保対策についてであるが、計
画的に育成を進めていくことは極めて重要で
あり、実際に小児科医の数は徐々に増加して
きているものと認識している。しかしながら、
県内における小児科医の分布を見ると、南部地
域に著しく集中しており、同地域は全国基準を
大きく上回る水準となっている。一方で、そ
れ以外の地域では小児科医数が大幅に少なく、
地域間の偏在が非常に大きいという課題が存
在している。
　小児科医数全体を増やしていく取組は重要で
あるものの、地域偏在への対策については、比
較的早期に効果が現れる可能性があると考えら
れる。こうした地域偏在に関する対策について、
どのように考えているのか、ご見解を伺いたい。

大仲北部医療センター ･ 医師確保推進室長＞
　県立病院等における小児科専攻医の養成につ
いては、令和4年度9名、5年度4名、6年度8名、

7年度 5名という報告がなされている。これを
さらに詳細に見ていくと、専攻医の養成施設は
県立中部病院、県立南部医療センター、琉球大
学の 3施設であり、専攻医の定数は合計 20 名
となっている。しかしながら、実際の採用状況
を見ると、例年 5～ 6名程度にとどまり、県立
南部医療センターに比較的集中する一方で、県
立中部病院や琉球大学病院では極めて少数とな
る傾向が続いている。専門医制度、新専門医制
度が開始される以前のデータとして平成 27 年
の状況を確認したが、その当時から同様の傾向
が見られており、大規模医療機関への志向の構
造や専攻医の集まり方については、現在も大き
な変化はなく、同じサイクルが繰り返されてい
るものと考えている。
　こうした状況を踏まえ、1点目として、定数
20 名の枠にいかに専攻医を確保していくかに
ついて、行政としても積極的に取り組んでいき
たいと考えている。
　2 点目として、周産期医療や母子医療セン
ターにおいて、今後従事する医師が不足する可
能性が高いとの指摘がなされている。特に、宮
古および八重山地域には母子医療センターが存
在しないことから、小児科医が母子医療セン
ター等に従事する場合には、インセンティブを
設けることも一案として挙げられている。これ
がどの程度の効果を持つかは不透明であるが、
検討に値する提案であると認識している。
　ただし、こうした取組によって医師が育成さ
れるまでには 7～ 8年を要するため、短期的な
効果を期待することは難しい。加えて、他県か
ら指導医や専攻医を招聘したいという考えはあ
るものの、全国的な医師不足の中で、他県から
医師を確保することは容易ではない。まずは既
存の 20 枠を確実に埋めていく努力が重要であ
ると考えている。
　さらに、全国的には約 470 か所の夜間診療
所が設置されている中、沖縄県では夜間診療所
が 0か所である。昨年、宮古地区医師会および
八重山地区医師会の会長と面会した際に、八重
山地区医師会の宮良会長から、夜間診療所を復
活させたいとのご意向が示された。
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　このような背景を踏まえると、まずは一次医
療を担う診療所体制の整備から進めていくこと
も、極めて重要であると考えている。

當間理事＞
　医師確保の取組において、育成された専攻医
が沖縄県内に定着しないという課題が生じてい
る。養成後の専攻医にいかに県内に残ってもら
うかについて、何らかの対策や取組を行ってい
るのであれば、ご教示いただきたい。

大仲北部医療センター ･ 医師確保推進室長＞
　臨床研修病院については、県内に 16施設存在
しており、2年ほど前にマッチング率を採用した
ところである。これに加え、研修修了後にいか
に県内に定着してもらうかという観点から、定着
率についても新たに指標として組み込んでいる。
県立南部医療センターをはじめとする各病院に
おいて、現在の臨床研修医が研修修了後も引き
続き勤務できるよう、受入枠を設けているとの
報告を受けている。もっとも、定着については
強制できるものではないが、各病院において一
定の取組が進められているものと認識している。

平安副会長＞
　夜間救急の逼迫については、軽症者の受診が
多いこと、またそれを断らずに受け入れてきた
という沖縄のこれまでの経緯があり、現在は限
界を超えた状況にあると認識している。しかし
ながら、県民の受け止めとしては、必ずしもそ
のような危機感が共有されておらず、何かあれ
ばいつでも診てもらえるという意識が依然とし
て強いのが現状である。
　全国的には、選定療養費の導入など、受診行
動を抑制・調整する仕組みが進められているが、
沖縄県の経済状況を踏まえると、同様の施策を
導入することは容易ではないと考える。そうし
た中で、一次救急体制の整備が議論されること
もあるが、過去の経緯を振り返ると、実際には
継続が難しく仮に新たに整備したとしても、絵
に描いた餅に終わる可能性が高いのではないか
と懸念している。

　そのため、単に体制を新設するのではなく、
県民の受療行動そのものを変えていく仕組み
を、より具体的に導入していかなければ、医療
提供側と患者側の双方が立ち行かなくなる、い
わゆる共倒れの状況に陥るのではないかと危惧
している。これまで示されている施策について
は、十分に県民に響いているとは言い難い。
　実際に、医師会関係者や保育現場で働く看護
師等から母親世代の話を聞いても、何かあれば
夜間でも病院に連れて行けば診てもらえるとい
う認識は依然として根強く残っている。この点
をどのように変えていくのかについて、もう一
段踏み込んだ具体的な取組や考え方について、
詳しく話を伺いたいと考えている。

當間医療政策課長＞
　現在、ウォークインによる軽症患者の受診が
集中しているという現状があり、これが夜間救
急の逼迫につながっていると認識している。正
直なところ、直ちに効果が現れる決定的な解決
策案があるわけではないが、現時点で活用可能
な取組としては、#8000 の存在が挙げられる。
　実際に利用してみても、非常に有用なツール
であると実感している。このように、既に存在
し、実際に活用できる相談ツールについて、ま
ずはより広く県民に周知していくことが重要で
あると考えている。
　また、一次救急体制については、ご指摘のと
おり、再構築には相当の時間を要することから、
短期的な対応としては現実的に難しい面がある
と考えている。そのため、現行の取組に加えて、
他にも有効なアイデアや方策があれば、ぜひご
教示いただきたい。

田名会長＞
　本日、仲村理事から紹介したオンライン診療
は、私が会長に就任して以降、関係者で協議を
重ね、ようやくたどり着いた一つの形である。
今後、県立南部医療センターにおいてもキッズ
ドクターと契約し、2月からオンライン診療を
実施する予定であり、中部地域と南部地域の双
方で取組が進められることとなる。これらの取
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組のいずれかが成果を上げた場合には、ぜひ県
において予算化いただきたい。
　また、先ほど話題に出た #8000 については、
本日は教育長にもご出席いただいていることか
ら、ぜひ申し上げたい点である。この取組は医
療政策課だけで完結するものではなく、学校現
場の協力を得ながら、軽症の小児における夜間
対応の在り方について、普及啓発や教育と併せ
て進めていく必要があると考えている。どうし
ても判断に迷う場合には、#8000 を活用すると
いう選択肢があることを周知していくことが重
要であり、実際に本サービスは非常に評価が高
く、LINE登録者数も増加している。全国の医
師会に紹介した際にも、高い評価を受けている
状況である。チャット機能を用いて相談できる
このような優れたシステムが既に整備されてい
ることを踏まえ、教育委員会の皆様とも連携し
ながら、どのように周知・普及を図っていくか
について、横断的に検討していただきたい。そ
うすることで、これまで実現できなかった新た
な取組が可能になるのではないかと考えている。

當間理事＞
　#8000 の電話相談対応している看護師から話
を聞くと、開業医が「何かあれば救急に行きな
さい」と、救急受診を勧めているケースがある
とのことであり、医師側の対応にも課題がある
と認識している。
　また、救急受診時の対応については、多くの
場合うまく運用されているが、その工夫として、
処方される薬を原則として 1日分のみにしてい
るという実態がある。その日の症状を乗り切り、
翌日は必ず通常の医療機関を受診するよう促す
対応であり、これにより救急受診が連日続くこ
とを防いでいる。
　こうした対応を医師会として医師側に共有
し、「救急を受診しても一時的な対応にとどま
る」という認識が広がれば、結果として適正受
診につながるのではないかと考えている。その
ため、医師会として実施可能な取組については、
今後も積極的に進めていきたいと考えている。

議題
（5）「医療・介護等支援パッケージ」及び「重
点支援地方交付金」を活用した医療機関支援
と今後の対応について

【提案趣旨】
　物価、光熱費、食材料費等の高騰が長期化す
る中、医療機関の経営環境は依然として厳しい
状況が続いている。診療報酬が公定価格である
医療分野においては、コスト上昇を価格に転嫁
することができず、国が示す各種支援策をいか
に速やかに、かつ実効性をもって現場に届ける
かが極めて重要となっている。
　こうした中、国の総合経済対策を踏まえ、「医
療・介護等支援パッケージ」に基づく医療分野
への支援について、本県においても早期執行を
念頭に 11 月議会に補正予算の提案がなされた
ことについては、本会としても、その迅速な対
応に敬意を表するものである。
　しかし一方で、国通知においては、当該パッ
ケージによる支援に加え、令和 7年度補正予算
で大幅に拡充された「重点支援地方交付金」を
活用し、医療機関に対する物価高騰対策を進め
ることが併せて示されている。
　本県は、離島・へき地を多数抱える地理的特
性や、物価・エネルギーコストの影響を受けや
すい構造的要因を有しており、医療機関の経営
に与える影響は決して小さくない。
　重点支援地方交付金については、これまでも
本連絡会議の議題として取り上げてきた経緯が
あるが、今回は医療機関を取り巻く環境が一層
厳しさを増す中、従来以上にスピード感をもっ
て、現場に支援を届ける判断が求められる。
　以上を踏まえ、県として、「医療・介護等支
援パッケージ」に基づく補正予算の概要、執行
時期をどのように見込んでいるのか、また、重
点支援地方交付金の配分に当たっては、医療分
野への配分規模や対象の考え方、年度内対応を
視野に入れたスケジュールが可能かどうかにつ
いて、県の考えを伺いたい。
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＜沖縄県保健医療介護部医療政策課　回答＞
　県では、国の令和 7年度補正予算に盛り込ま
れた「医療・介護等支援パッケージ」を活用し、
賃上げ・物価上昇に対する支援に係る経費につ
いて令和 7年 11 月補正予算を計上した。医療
機関の厳しい経営状況を踏まえ、早期に必要な
支援ができるよう、国が示す要件等の情報収集
を行っているところである。
　また、重点支援交付金については、令和 8年
2月補正予算へ計上するための調整を行ってい
るところであり、引き続き医療機関の経営を支
援する規模及び考え方を整理していきたい。
　なお、「医療・介護等支援パッケージ」「重点
支援交付金」ともに、対象機関が膨大なことか
ら、事業執行に必要な職員採用に向けた協議や
事業者の選定準備等を行っているところであ
り、支援の時期は、令和 8年度上半期を想定し
ている。県医師会においても、支援を早期に実
施できるよう協力をお願いしたい。

〇主な意見交換は以下のとおり
平安副会長＞
　今回、医療・介護等支援パッケージとして多
額の予算が確保されたことは、医療機関が逼迫
した状況にあることを国も認めた結果であると
認識している。
　本県においても 11 月補正予算で迅速に対応
いただいたことは高く評価している。
　しかし、過去数年の実績を見ると、執行時期
が年度の後半にずれ込み、経営の苦しい医療機
関が年度途中まで非常に不安な状況に置かれた
例がある。
　今回のパッケージについても、できるだけ年
度内、あるいは令和 8 年度の早い時期に現場
へ届ける必要があると考えるが、具体的なスケ
ジュールの目途はどうなっているか。

當間医療政策課長＞
　まず「医療・介護等支援パッケージ」につい
ては、11 月に予算計上を行ったものの、国側
がまだ具体的な要件を示していないため、予算
枠はあっても執行に着手できない状況にある。
県としては国に対し、早期に要件を示すよう実
務レベルで働きかけており、情報が入り次第、
速やかに執行へ移したいと考えている。
　次に「重点支援地方交付金」については、2
月補正予算への計上に向け、現在最終的な調整
を行っている段階である。来週あたりには詳細
な情報が得られる予定である。
　これら両支援策の課題として、対象となる医
療機関等が 2,000 施設を超える膨大な規模であ
ることが挙げられる。審査等の事務作業に非常
に時間を要するため、現在、実務を担う職員の
増員や採用に向けた調整も並行して進めてい
る。現時点では、令和 8年度の上半期中には支
援を実施したいと考えている。

平安副会長＞
　事務作業の膨大さは理解している。特に今回
の支援は人件費高騰への対応も含まれており、
医療機関にとっては次年度の予算編成や資金繰
りにも関わる重要な問題である。
　また、重点支援交付金に関しては、沖縄県は
他県（特に九州各県）と比較して、医療分野へ
の配分割合が低めに設定されている現状があ
る。物価高騰や、先ほどまで議論にあった小児
医療等の地域課題を考慮し、最大限の配分を検
討いただきたい。
　事務的な負担については、医師会としても広報
や申請の周知等で全面的に協力する用意がある
ので、ぜひ連携して早期執行を実現してほしい。
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印 象 記

理事　仲村　尚司

　令和 7年度第 3回沖縄県・沖縄県医師会連絡会議に参加して感じたのは、沖縄の医療課題は、
もはや医療だけで完結するものではないということである。学校、家庭、福祉、行政との連携が
必要な課題が多く、その調整が不十分なままでは、最終的に現場の医療機関へ負担が集中する。
今回の議題は、そのことを改めて示していた。
　教育委員会との定期協議の場の設置は前向きな動きであり、今後に期待したい。ただし、大
事なのは場を作ること自体ではなく、現場の課題を実際の対応につなげられるかどうかである。
HPVワクチンについては、沖縄県の接種率が低迷している現状を重く受け止める必要があり、啓
発だけでなく、学校や家庭も含めた働きかけの強化が必要だと感じた。
　また、小児在宅医療や医療的ケア児支援では、施策を点で持つのではなく、切れ目なくつなぐ
視点が重要であると感じた。さらに、小児一次救急体制については、現場の逼迫がすでに深刻で
あり、「検討」ではなく、何をいつ進めるのかを具体化する段階に来ている。
　今回の会議では、県も一定の前向きな姿勢を示していたが、今後はそれを実際の仕組みや行動
に移せるかが問われる。医師会としても、現場の実情を丁寧に伝えながら、行政とともに一つず
つ形にしていく必要があると感じた。

会員にかかる弔事に関する医師会への連絡について（お願い）

　本会では、会員および会員の親族（配偶者、直系尊属・卑属一親等）が亡くなられた場合は、沖縄県
医師会表彰弔慰規則に基づき、弔電、香典および供花を供すると共に、日刊紙に弔慰広告を掲載し弔意
を表することになっております。
　会員に関する訃報の連絡を受けた場合は、地区医師会、出身大学同窓会等と連絡を取り規則に沿って
対応をしておりますが、土日祝祭日等に当該会員やご家族からの連絡がなく、本会並びに地区医師会等
からの弔意を表せないことがあります。
　本会の緊急連絡体制については、平日は本会事務局が対応し、土日祝祭日については、緊急電話にて
受付しておりますので、ご連絡下さいますようお願い申し上げます。

○平日連絡先：沖縄県医師会事務局
 （TEL） 098-888-0087
○土日祝祭日連絡先：090-6861-1855
○担当者：経理課 
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